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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：令和６年８月１６日（令和６年（行情）諮問第９０１号） 

答申日：令和８年４月２４日（令和８年度（行情）答申第７５号） 

事件名：「保険医療機関等管理システム システム利用マニュアル（レセプト

データ活用業務編）」の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の２に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき、その

一部を不開示とした決定について、審査請求人が開示すべきとし、諮問庁

がなお不開示とすべきとしている部分は、不開示とすることが妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し、令和６年２月１４日付け厚生労働省発

医政０２１４第１９号により厚生労働大臣（以下「諮問庁」又は「処分庁」

という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について、そ

の取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求の理由は、審査請求書及び意見書の記載によると、おおむね以

下のとおりである（なお、資料の記載は省略する。）。 

（１）審査請求書 

ア 趣旨 

原処分で処分庁が開示した本件対象文書（保険医療機関等管理シス

テム システム利用マニュアル（レセプトデータ活用業務編））のう

ち、決定通知書の「２ 不開示とした部分とその理由」の項番１

「上記１の行政文書のうち、保険医療機関等管理システムのレセプ

トデータ活用業務の使用方法及び手順についての記載等の一部」に

ついては、本件対象文書の２４頁「（１）ヘルプデスクの連絡先」記

載のメールアドレスを除いた部分（以下「本件不開示部分」という。）

は、法５条６号柱書きの不開示情報に該当しない。 

イ 理由 

（ア）前提となる事実 

（略） 

（イ）原処分に対する審査請求人の認否・反論 
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ａ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 

（ａ）本件不開示部分について 

処分庁は、本件不開示部分について、「保険医療機関等管理

システムのレセプトデータ活用業務の使用方法及び手順につい

ての記載等の一部」と説明している。 

しかし、審査請求人は、下記の理由から、本件不開示部分

   を公にしても、厚生労働省が行うレセプトデータ活用業務に

   係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれは生じないと考

   える。 

ⅰ）保険医療機関等管理システムは、本件対象文書５頁の「用

語―１／１」の項番４に「本省医療課ユーザ」及び項番５に

「厚生局ユーザ」と記載されているとおり、処分庁（厚生労

働省及び各地方厚生（支）局）の担当職員のみが利用するも

のであること。 

ⅱ）そもそも、レセプトは、処分庁（「本省医療課ユーザ」及

び「厚生局ユーザ」）がレセプトデータ活用業務を遂行する

以前に、保険医療機関から審査支払機関に提出されており、

かつ、審査支払機関は、健康保険法等の医療保険各法に基づ

き、レセプトに記載された診療内容や点数の算定方法等につ

いて審査を行い、明らかに請求できないものである場合等に

は診療報酬請求の増減（査定）が、記載不備等がある場合に

は保険医療機関へのレセプドの差し戻し（返戻）が行われる

仕組みとなっていることから、本件不開示部分を公にしたと

しても、レセプトデータ活用業務に係る事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれが生じるはずがないこと。 

（ｂ）本件対象文書５頁の「マニュアル（操作説明ページ）のイメ

ージ」について 

本件対象文書５頁の「１．１．１．マニュアルの説明」で

   は、「マニュアル（操作説明ページ）のイメージ」として「画

   面イメージ」部分が不開示とされている。 

しかし、「画面イメージ」は単なる例示にすぎないものであ

り、「レセプトデータ活用業務の使用方法及び手順」には該当

しない。 

（ｃ）本件対象文書６頁の「用語―１／１」について 

ⅰ）本件対象文書５頁の「用語―１／１」には、「本マニュア

ルで使用する用語とその意味を次に示します。」と記載され

ている。 
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しかし、「本マニュアルで使用する用語とその意味」は、

「レセプトデータ活用業務の使用方法及び手順」には該当し

ない。 

ⅱ）「用語―１／１」の項番２「ＰＨ１」の意味が不開示とさ

れている。 

しかし、「ＰＨ１」とは「保険医療機関等管理システム」

に関する用語であり、不開示とする理由はない。 

ⅲ）「用語―１／１」の項番１１「Ｅｄｇｅブラウザ」の意味

が不開示とされている。 

しかし、「Ｅｄｇｅブラウザ」とは、「Ｗｉｎｄｏｗｓのブ

ラウザ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｄｇｅ）」に関する用語で

あり、不開示とする理由はない。 

（ｄ）本件対象文書８頁以降の画面イメージについて 

［戻る］、［履歴表示一覧］、［レセプト登録］、［レセプト抽

出］、［ログアウト］など、保険医療機関等管理システムにおい

て使用されているボタンの名称並びにＥｄｇｅブラウザの設定

で使用される「…」等は公にされていることから、画面イメー

ジの全部を一律に不開示とする理由はない。 

なお、電子申請業務編においては、レセプトデータ活用業務

追加によって変更された画面の反映がなされていることを指摘

しておく。 

（ｅ）本件対象文書２３頁の帳票一覧について 

帳票のうち、「レセプト登録」、「結果一覧表示（日計表、レ

セプト帳票）」及び「突合一覧表示（レセプト帳票）」について

は、ファイル出力可能の旨が公にされていることから、帳票一

覧の全部を不開示とする理由はない。 

ｂ レセプトデータ活用業務に関する詳細を不開示とすることは違

法である 

個人情報の保護に関する法律３条は、「個人情報は、個人の人

格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに

鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。」と規定し、

同４条は、「国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関（略）

における個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な施

策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。」と規

定している。 

レセプトデータ活用業務とは、保険医療機関等を受信した被保

険者及びその家族（被扶養者全員分）のレセプトデータ及び診
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療情報を対象とする業務である。 

特に、レセプトデータ活用業務において、被保険者記号・番号、

診療年月及び生年月日等により個人を特定した上で、レセプト

データ及び診療情報を取り扱っている以上、「レセプトデータ活

用業務の使用方法及び手順についての記載等の一部」を不開示

とした原処分は、個人情報の保護に関する法律３条及び４条の

規定に違反している。 

（２）意見書 

ア 事実認定の前提 

    （略） 

イ 諮問庁が理由説明書で主張する事実に対する審査請求人の認否・反

論 

（ア）理由説明書（下記第３の３（４））不開示情報妥当性について 

ａ 「原処分における不開示部分は（略）指導効果が期待できるも

のを指導用レセプトとして抽出するための具体的手順、手法等が

記載されており、」との諮問庁の説明について 

本件対象文書は、基本的に下記のような構成とされている。 

（ａ）本件対象文書の２段組みの左側には、レセプトデータ活用シ

ステム画面の操作説明が記載されている。 

（ｂ）本件対象文書の２段組みの右側には、画面操作時のイメージ

が貼付されている。 

諮問庁は、上記（ａ）「システム画面の操作説明」及び上記

（ｂ）「画面操作時のイメージ」の多くの部分を不開示を維持す

ることが妥当であると説明しているが、そもそも諮問庁は、不

開示を維持する「システム画面の操作説明」及び「画面操作時

のイメージ」について、どのような理由で法５条１号、法５条

２号イ及び法５条６号の不開示情報に該当するのか、個別具体

的な説明を行っていない。理由付記に不備のある原処分は、違

法である。 

ｂ 「公にすると、一部の保険医療機関等においては、指導におけ

る具体的調査手法等を察知し、資料の改ざん等を行うことにより、

当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。」との諮問

庁の説明について 

（ａ）「一部の保険医療機関等においては、指導における具体的調

査手法等を察知し、」について 

保険医療機関等に対する行政指導は、行政手続法３２条１項

の規定により、「相手方の任意の協力によってのみ実現される」



 

5 

 

ものであり、行政指導指針である「指導大綱」に基づき、「保

険診療の質的向上及び適正化を図る」ことを目的として、「保

険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知

徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う。」ものであり、

保険医療機関等に対する調査を目的とするものではない。 

「指導における具体的調査手法等を察知し、」との諮問庁の

説明は、行政手続法３２条１項（当該行政機関の任務又は所掌

事務の範囲を逸脱してはならない）の規定に違反しており、認

められない。 

（ｂ）「資料の改ざん等を行うことにより、」について 

諮問庁は、一部の保険医療機関等において「資料の改ざん」

が行われることを危惧するに足る十分な理由を示しておらず、

根拠のない諮問庁の説明は、認められない。 

また、上記（ａ）と同様に、保険医療機関等に対する行政指

導に関する事務において、「資料の改ざん等を行うことにより、」

と説明することについても、行政手続法３２条１項の規定に違

反しており、認められない。「資料の改ざん等を行うことによ

り、」との説明は、健康保険法７８条に基づく保険医療機関に

対する監査の選定基準に該当するものである。 

（ｃ）「当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。」につ

いて 

ｉ）法５条６号の「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」につい

ては、事務又は事業がその根拠となる規定趣旨に照らし、公

益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上での「適正

な遂行」と言えるものであることが求められる。また、「支

障」の程度は実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も

単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が

要求される。 

「資料の改ざん」が行われることによる「支障」の程度に

ついては、上記（ａ）及び（ｂ）に記載したとおり、指導は

保険医療機関に対する調査を目的としたものではないため、

実質的な「支障」が生じるとはいえない。 

また、諮問庁は、令和５年度（行情）答申第４４７号及び

同第４４８号において、「関係資料の改ざん等は、当方に分

からないようにされるものであり、正確な把握はできない。」

と説明していることから、「資料の改ざん」が行われること

により指導事務に支障を及ぼす「おそれ」があるとの諮問庁
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の説明は、単なる確率的な可能性にとどまり、法的保護に値

する蓋然性があるとはいえない。 

ⅱ）そもそも諮問庁は、本件不開示部分に記載されている「保

険医療機関等管理システムのレセプトデータ活用システムの

使用方法及びその手順」、具体的には、「システム画面の操作

説明」の不開示部分及び「画面操作時のイメージ」の不開示

部分を公にすると、「一部の保険医療機関等においては、指

導における具体的調査手法等を察知し、資料の改ざん等を行

うことにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼす。」こ

ととなるのか、具体的な説明をしていない。したがって、

「当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。」と

の諮問庁の説明は、認められない。 

（ｄ）「原処分の不開示部分は、下記アないしウの不開示情報に該

当する。」について 

諮問庁は、どの部分の不開示情報が、どのような理由で法５

条１号、２号イ及び６号のいずれの不開示情報に該当するのか

について、個別具体的な説明を行っていない。理由付記に不備

のある原処分は、違法である。 

（イ）理由説明書（下記第３の３（６））審査請求人の主張について 

レセプトデータ活用業務とは、地方厚生（支）局において、保

険医療機関等への行政指導において使用するために必要であるとし

て、特定の期間に特定の保険医療機関等を受診した被保険者又はそ

の家族（以下「被保険者等」という。）のレセプトデータ及び診療

情報（すなわち、「保険者から収集した当該指導対象となる保険医

療機関等のレセプト」。被保険者等から本人同意を得ることなく、

匿名化もされていない診療情報である。）の中から、諮問庁が規定

する一定の条件に合致するレセプト（すなわち、「できる限り、診

療・投薬・検査等において特徴的な傾向が見られるもの等、指導効

果が期待できる」レセプト）を抽出する業務である。指導用レセプ

トとして抽出される人数は、個別指導の場合、指導対象となる保険

医療機関１施設あたり、３０名分（新規個別指導の場合は１０名分）

であるが、指導用レセプトの抽出に当たり、レセプトデータや診療

内容の確認が行われる被保険者等の人数（すなわち、特定の期間に

特定の保険医療機関等を受診した被保険等の人数の合計）は、膨大

な人数となっていることが推定される。 

したがって、レセプトデータ活用業務の「適正な遂行」のために

は、健康保険法等の関係法律及び「指導大綱」の規定・趣旨とあわ
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せ、個人情報の保護に関する法律３条及び４条の規定も指導事務又

は事業の根拠となる規定・趣旨に該当することから、レセプトデー

タ活用業務の対象となる被保険者等のレセプトデータや診療情報等

の個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報の保護に関す

る法律の規定・趣旨に照らして、公益的な開示の必要性等の種々の

利益を衡量する必要がある。 

なお、保険者及び審査支払機関が、指導業務に関して必要な情報

を国の機関に提供することについては、２００９年（平成２１年)

３月４日付け保医発第０３０４００１号全国健康保険協会理事長あ

て厚生労働省保険局医療課長通知（実施要領・法令編Ｖ 通知：１

１３)において、個人情報の保護に関する法律２３条１項４号

（注：現在は２７条１項４号)の規定により可能である旨の回答を、

当時、個人情報の保護に関する法律を所管していた内閣府国民生活

局企画課個人情報保護推進室より了解を得ているとされており、被

保険者等の本人同意がない場合であっても、レセプトデータや診療

情報等の個人情報の第三者提供が可能とされている。 

指導業務に関して、被保険者等の本人の同意なく、レセプトデー

タや診療情報等の個人情報を国の機関に提供することが可能であっ

たとしても、被保険者等に対して、レセプトデータや診療情報等の

個人情報が国の機関に提供されている事実が周知されていないこと、

並びに原処分においてレセプトデータ活用業務における個人情報の

具体的な取扱いが公にされていないことは、個人情報の保護に関す

る法律３条及び４条の規定に違反している。 

したがって、本件対象文書の不開示部分について、法５条６号柱

書き該当性を判断するに当たっては、被保険者等の個人情報を保護

する観点から、公益的な開示の必要性を比較衡量する必要性がある

と考える。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は、開示請求者として、令和５年１１月９日付け（同日受

付）で厚生労働大臣（処分庁）に対して、法３条の規定に基づき、別紙

の１に掲げる文書の開示請求をした。 

（２）これに対して、処分庁は、令和６年２月１４日付け厚生労働省発保０

２１４第１９号により、別紙の２に掲げる文書（本件対象文書）を特定

し、その一部を不開示（原処分）としたところ、審査請求人は、これを

不服として、同年５月１６日付け（同月２０日受付）で本件審査請求を

した。 
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２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求については、原処分において不開示とした部分のうち、別

紙の３に掲げる部分を新たに開示することとし、その余については、法の

適用条項を加えた上で、不開示を維持することが妥当である。 

３ 理由 

（１）対象行政文書の特定について 

処分庁は、「保険医療機関等管理システム システム利用マニュアル

（レセプトデータ活用業務編）」を本件開示請求の対象文書（本件対象

文書）として特定した。 

（２）医療保険制度の概要について 

我が国の医療保険制度は、社会保険制度の一つとして、健康保険法等

に基づき、傷病等について療養の給付を行い、その給付の財源を保険料

の拠出と国庫の負担をもって賄おうとする制度である。 

医療保険制度においては、診察、薬剤の支給、処置、手術その他の治

療等の療養の給付を担当する病院若しくは診療所又は薬局については、

その開設者の申請に基づき、厚生労働大臣が保険医療機関又は保険薬局

（以下、併せて「保険医療機関等」という。）として指定することによ

り、保険診療（保険調剤を含む。）を行うことができることとされてい

る。また、保険医療機関等において診療に従事する医師若しくは歯科医

師又は保険薬局において調剤に従事する薬剤師についても同様に、それ

らの者の各々の申請に基づき、厚生労働大臣が登録した保険医又は保険

薬剤師（以下、併せて「保険医等」という。）でなければならないこと

とされている。 

（３）保険医療機関等に対する指導について 

指導とは、健康保険法等の関係法律の規定に基づき、保険医療機関等

又は保険医等に対して、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活

療養費、保険外併用療養費若しくは家族療養費の支給に係る診療（調剤

を含む。以下同じ。）の内容又は診療報酬（調剤報酬を含む。以下同じ。）

の請求について行うものであり、具体的には、平成７年１２月２２日付

け保発第１１７号厚生省保険局長通知の別添１「指導大綱」により実施

している。 

指導の形態としては、集団指導（保険医療機関等又は保険医等を一定

の場所に集めて講習等の方式により実施）、集団的個別指導（保険医療

機関等又は保険医等を一定の場所に集めて共通的な事項について講習等

の方法により実施した後、個別に簡便な面接懇談方式により実施）及び

個別指導（保険医療機関等又は保険医等を一定の場所に集めて又は当該

保険医療機関等において個別に面接懇談方式により実施）の３形態があ
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る（以下「指導」という。）。 

このうち、新規の指導は、新規に保険指定を受けた全ての保険医療機

関等が対象となるが、具体的には、令和４年２月２日付け医療指導監査

室長事務連絡「新規指定時集団指導及び新規個別指導の対象についての

一部改正について」により取扱うこととされている。 

また、指導監査事務を適正に遂行するために策定された、本件対象文

書は、地方厚生（支）局の職員が、実際に指導監査事務を行う際の手順

等を記載した内部資料で、いわゆる事務処理マニュアルとして利用され

ている。 

（４）不開示情報妥当性について 

原処分における不開示部分は、一部を除き、地方厚生（支）局の職員

が、指導を行う際の事前準備業務として、保険者から収集した当該指導

対象となる保険医療機関等のレセプトの内容を確認し、できる限り、診

療・投薬・検査等において特徴的な傾向が見られるもの等、指導効果が

期待できるものを指導用レセプトとして抽出するための具体的手順、手

法等が記載されており、これらを公にすると、一部の保険医療機関等に

おいては、指導における具体的調査手法等を察知し、資料の改ざん等を

行うことにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

したがって、原処分の不開示部分は、下記アないしウの不開示情報に該

当する。 

ア 法５条１号（生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する

ことができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公に

することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。）

に該当する。 

イ 法５条２号イ（当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれ）に該当する。 

ウ 法５条６号柱書き（当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ）に該当する。 

（５）新たに開示する部分について 

原処分において不開示とした情報を改めて見分したところ、別紙の３

に掲げる部分は、法５条各号に該当しないため、新たに開示するのが妥

当である。 

（６）審査請求人の主張について 

審査請求人は、審査請求書の「４ 審査請求の趣旨及び理由」（２）

イ（上記第２の２（１）イ（イ））において、「本件不開示部分を公にし

たとしても、厚生労働省が行うレセプトデータ活用業務に係る事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれが生じない」旨、「原処分は、個人情報
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の保護に関する法律３条及び４条の規定に違反している」旨を主張して

いるが、本件対象文書の不開示該当性は上記（４）で述べたとおりであ

り、上記（５）の部分を除き、審査請求人の主張は、本件審査請求の結

論を左右するものではない。 

４ 結論 

以上のとおり、本件審査請求については、原処分の不開示部分のうち、

別紙の３に掲げる部分を新たに開示し、その余については、不開示情報の

適用条項として、法５条１号及び２号イを加えた上で、原処分を維持する

ことが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。 

① 令和６年８月１６日    諮問の受理 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年９月１１日      審議 

④ 同年１０月７日      審査請求人から意見書を収受 

⑤ 令和７年１１月２８日   委員の交代に伴う所要の手続の実施、

本件対象文書の見分及び審議 

⑥ 令和８年４月２０日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は、別紙の１に掲げる文書の開示を求めるものであり、処

分庁は別紙の２に掲げる文書を特定し、その一部を法５条６号柱書きに該

当するとして不開示（原処分）とした。 
これに対して審査請求人は、不開示部分の一部の開示を求めているとこ

ろ、諮問庁は、諮問に当たって不開示部分の一部を追加開示するが、残り

の不開示部分（以下「本件不開示維持部分」という。）については、不開

示理由に法５条１号及び２号イを追加して、なお不開示を維持すべきであ

るとしていることから、以下、本件対象文書の見分結果を踏まえ、本件不

開示維持部分の不開示情報該当性について検討する。 
２ 本件不開示維持部分の不開示情報該当性について 
（１）医療指導監査業務等実施要領（指導編）令和５年４月では、新規に保

険指定された保険医療機関等に新規個別指導を行う際に、また、既に保

険指定された保険医療機関等に対して集団的個別指導や個別指導を実施

する際には、指導用レセプトを抽出して行うこととされている。 
   本件対象文書は、収集した健康保険分、国民健康保険分及び後期高齢

者医療分に係るレセプトの中から、実際に新規個別指導、集団的個別指

導及び個別指導を行う際に活用するレセプトを抽出するための文書（シ
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ステム上の画面）等である。 
（２）諮問庁が諮問に当たって追加開示する部分は別紙の３に掲げる部分で

あり、当該部分を除くその余の部分（本件不開示維持部分）は、これを

グルーピングすると、おおむね以下の①～⑭のとおりである（なお、不

開示とされているヘルプデスクは審査請求の対象から除外されているの

で、以下のグルーピングからも除外している。）。 
① 履歴一覧：１９、２０、３２、６２、６３、６４、６６、８０頁 

   ② 結果一覧：１９、６６、６７、６８、７０、７３、７６、８０頁 

③ レセプト抽出（厚生局ユーザ及び本省医療課ユーザを含む。）： 

３４、３６、３８～４４、４６～５５、５７、５９頁 

④ レセプト：７０～７２頁 

⑤ 条件一覧：３８頁 

⑥ 抽出順優先キー一覧：４０頁 

⑦ 条件グループの入力例：４３頁 

⑧ テンプレート呼出：４６頁 

⑨ 汎用コード検索・汎用コード複数検索：４７～５４頁 

⑩ 留意点：４８、６９、７５、７６頁 

   ⑪ 医療機関名、薬局名、医療機関・薬局コード：１９、４４、４５、 

７０、７３～７６頁 

⑫ 医療機関・薬局コードを設定する項目：４４頁 

⑬ 診療情報：７６、７７頁 

   ⑭ １）留意事項～４２）調剤分割技術料：８２～１２５頁 

（３）諮問庁は、理由説明書において、ⅰ）本件対象文書は地方厚生（支）

局の職員が、実際に指導監査事務を行う際の手順等を記載した内部資料

であり、事務処理マニュアルとして利用されている、ⅱ）原処分におけ

る不開示部分は、一部を除き、地方厚生（支）局の職員が、指導を行う

際の事前準備業務として、保険者から収集した当該指導対象となる保険

医療機関等のレセプトの内容を確認し、できる限り、診療・投薬・検査

等において特徴的な傾向が見られるもの等、指導効果が期待できるもの

を指導用レセプトとして抽出するための具体的手順、手法等が記載され

ており、これらを公にすると、一部の保険医療機関等においては、指導

における具体的調査手法等を察知し、資料の改ざん等を行うことにより、

当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨説明する。 
（４）当審査会事務局職員をして諮問庁に対して、本件不開示維持部分を不

開示とすべき理由等について、上記（２）のグルーピングを基にした更

なる説明を求めさせたところ、おおむね以下のとおりである。 
  ア グルーピングされた項目のうち４つほど例に挙げて具体的に説明す
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ると、④レセプト：７０～７２頁については、たとえサンプルであっ

ても、レセプトの傷病名欄に記載された内容から、疑い病名が多い、

類似の傷病名がある、医学的に妥当適切でない傷病名があるといった

指導時の指摘事項を開示請求者に推測される可能性が考えられること

から、レセプトの傷病名欄を開示することによりカルテやレセプトの

改ざんにつながるものと考える。 

イ また、⑥抽出順優先キー一覧：４０頁については、特定項目を優先

する旨が記載されていることから、特定項目の高いレセプトが指導対

象となる可能性が高いことを開示請求者に知らしめてしまうことにな

る。 

ウ さらに、⑪医療機関名、薬局名、医療機関・薬局コード：１９、４

４、４５、７０、７３～７６頁については、具体的な事象（内容）と

結びついていない場合であっても、保険医療機関等の名称が開示され

ることにより、当該保険医療機関は、不正請求を行っている等の風評

被害が発生するおそれがある。 

また、過去のことであってもマニュアルに掲載されている保険医

療機関等の名称を開示されることにより、新たに指導対象となった

医療機関が過去に指導を受けた医療機関に指導の具体的な内容を照

会することで、指導対策がなされるおそれがある。 

エ 最後に、⑭留意事項（１）～調剤分割技術料（４２）：８２～１２

５頁は、保険医療機関等管理システムのレセプトデータ活用業務で

使用するレセプトデータ情報について、例えば「レセプト基本情報」

など、データを分類したデータテーブルを設定し、当該テーブルごと

に収録されているデータ項目の詳細を一覧表にして説明しているもの

である。 

この８２頁～１２５頁が開示された場合、システムに収録されてい

るレセプトデータの項目が判明することとなり、それぞれ一覧表に

記載された情報を組み合わせることで、指導用レセプトとして抽出

するための具体的手順、手法等が推測されてしまうおそれがあるこ

とから、不開示を維持することが妥当と考える。 

８２頁～１２５頁において、データを開示するのではなく、仮に、

テーブル名（表題）やデータ項目名のみを開示することとしても、

それぞれのテーブル名（表題）の情報を組み合わせることで、指導

用レセプトとして抽出するための具体的手順、手法等が推測されて

しまうおそれがある。 

オ 以上のように、①～⑭については、その情報だけを開示することに

より、カルテやレセプトの改ざん、指導対策につながり、あるいは、
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開示される情報を組み合わせることにより、指導用レセプトとして抽

出するための具体的手順、方法等が推測され、指導監査事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、全てについて不開示を維持す

ることが妥当である。 

（５）諮問庁の上記（４）の説明（法５条２号イに該当する部分もあるが、

その全てが法５条６号柱書きに該当する。）については、これを覆すに

足りる特段の事情を認めることができない。 

したがって、本件不開示維持部分は法５条６号柱書きに該当し、同条

１号及び２号イについて判断するまでもなく、不開示とすることが妥当

である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 
審査請求人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから、本件対象文書につき、その一部を法５条６号柱書きに

該当するとして不開示とした決定について、審査請求人が開示すべきとし、

諮問庁が同条１号、２号イ及び６号柱書きに該当するとしてなお不開示と

すべきとしている部分は、同号柱書きに該当すると認められるので、同条

１号及び２号イについて判断するまでもなく、不開示とすることが妥当で

あると判断した。 

（第３部会） 

委員  稲山文男、委員  久末弥生、委員  芳仲美惠子  
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別紙 

 

１ 開示請求書の記載 

医療指導監査業務等実施要領（指導編）令和５年４月の５７頁、６６頁及

び８１頁に記載されている「保険医療機関等管理システム  システム利用マ

ニュアル」の「レセプト活用業務編」の最新版 

 

２ 特定した文書（本件対象文書） 

「保険医療機関等管理システム  システム利用マニュアル」の「レセプト

データ活用業務編」 

 

３ 不開示部分のうち、諮問庁が、諮問に当たって開示すると説明する部分 

・ １頁 当該不開示部分の全て 

・ ４頁 ヘルプデスクの連絡先を除く、当該不開示部分の全て 

・ ５頁 当該不開示部分の全て 

・ ７頁及び８頁 ヘルプデスクの連絡先を除く、当該不開示部分の全て 

・ １０頁 ヘルプデスクの連絡先を除く、当該不開示部分の全て 

・ １４頁 ヘルプデスクの連絡先を除く、当該不開示部分の全て 

・ １７頁及び１８頁 ヘルプデスクの連絡先を除く、当該不開示部分の全

て 

・ １９頁 当該不開示部分のうち、「医療機関名」及びヘルプデスクの連

絡先を除く、「突合一覧表示」の画面の全て 

・ ２０頁 当該不開示部分のうち、下４行 

・ ２１頁及び２２頁 当該不開示部分の全て 

・ ２４頁 ヘルプデスクの連絡先を除く、当該不開示部分の全て 

・ ２５頁 当該不開示部分の全て 

・ ２６頁ないし２８頁  ヘルプデスクの連絡先を除く、当該不開示部分の

全て 

・ ２９頁 当該不開示部分の全て 

・ ３０頁及び３１頁 ヘルプデスクの連絡先を除く、当該不開示部分の全

て 

・ ３２頁 当該不開示部分のうち、ヘルプデスクの連絡先を除く、「レセ

プト登録」の画面の全て 

・ ３３頁 当該不開示部分の全て 

・ ３４頁 当該不開示部分のうち、ヘルプデスクの連絡先を除く、「レセ

プト登録」及び「グループ検索」の画面の全て 

・ ３６頁 １枚目 当該不開示部分のうち、ヘルプデスクの連絡先を除く、
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「メインメニュー（厚生局ユーザ）」の画面の全て 

・ ４４頁 当該不開示部分のうち、「医療機関・薬局コード」及び「医療

機関・薬局名称」を除く、「医療機関・薬局コード検索」の画面

の全て 

・ ４５頁 「医療機関・薬局コード」及び「医療機関・薬局名称」を除く、

「医療機関・薬局コード検索」の画面の全て 

・ ５５頁 当該不開示部分のうち、「テンプレート登録」の画面の全て 

・ ５７頁 当該不開示部分のうち、左側文章部分の上から１１行目ないし

１３行目及び「テンプレート削除」の画面の全て 

・ ５８頁 当該不開示部分の全て 

・ ５９頁 当該不開示部分のうち、左側文章部分の上から８行目ないし１

７行目及び右側「テンプレート呼出」の画面の全て 

・ ６０頁及び６１頁 当該不開示部分の全て 

・ ６２頁 当該不開示部分のうち、ヘルプデスクの連絡先を除く、「メイ

ンメニュー（厚生局ユーザ）」の画面の全て及び「③ 実行履歴

の項目は以下のとおりです。」の下の表の全て 

・ ６３頁 当該不開示部分のうち、左上の表の全て 

・ ６４頁 当該不開示部分のうち、左側文章部分の上から８行目ないし１

４行目 

・ ６５頁 当該不開示部分の全て 

・ ６８頁 当該不開示部分のうち、左側文章部分の上から１０行目ないし

１５行目 

・ ７０頁 当該不開示部分のうち、「医療機関名」及びヘルプデスクの連

絡先を除く、「突合一覧表示」の画面の全て、また、レセプト及

びヘルプデスクの連絡先を除く、「レセプト基本表示（コメント

登録）」の画面の全て 

・ ７１頁及び７２頁 レセプト及びヘルプデスクの連絡先を除く、「レセ

プト基本表示（コメント登録）」の画面の全て 

・ ７３頁 当該不開示部分のうち、左側文章部分の上から１４行目ない

し２８行目、また、「医療機関名」及びヘルプデスクの連絡先を

除く、「突合一覧表示」の画面の全て 

・ ７４頁 「医療機関名」及びヘルプデスクの連絡先を除く、当該不開

示部分の全て 

・ ７５頁及び７６頁 当該不開示部分のうち、「医療機関名」及びヘルプ

デスクの連絡先を除く、「突合一覧表示」の画面の全て 

・ ７８頁及び７９頁 ヘルプデスクの連絡先を除く、当該不開示部分の

全て 
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・ ８０頁 当該不開示部分のうち、ヘルプデスクの連絡先を除く、「レセ

プト削除」の画面の全て 

・ １２７頁ないし１２９頁 当該不開示部分の全て 

・ １３３頁ないし１３７頁 当該不開示部分の全て 

・ １３９頁 当該不開示部分の全て 


